
30・4・15 8市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

　６５歳以上（第１号被保険者）の方の介護保険料
は、年金からの天引き（特別徴収）または市から
送付する納付書により納付（普通徴収）していた
だいています。
　平成２９年度の介護保険料は、５月３１日（木）ま
で、お手元の納付書で納められます。できるだけ
お早めに納付してください。
　納付書を紛失した場合は、再発行しますので、
お申し出ください。
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& & 介護福祉課介護保険係（☎０４２−３８７−９９２１）問

【第１号被保険者（６５歳以上）の介護保険料の改定】
　介護保険料は３年ごとに見直しを行います。平
成３０～３２（２０２０）年度の第７期事業計画期間にお
いて必要とされる給付費を見込み、その額の２３％
を第１号被保険者の保険料で負担することと規定
されています。要介護認定者の増加に伴い給付費
は年々増加しています。保険料の上昇を少しでも
抑えるため、介護給付費準備基金を活用した結
果、保険料基準額は月額５,４００円となりました。所
得段階別保険料額は、現行どおり１５段階としま
す。（右図）
※合計所得金額は、実際の収入から必要経費相当
額と税制上の譲渡所得等の特別控除を差し引いた
額です。また、第１～５段階については、公的年
金等に係る雑所得が引かれた金額です
【低所得者の負担を軽減】
　消費税を財源とした公費を投入し低所得者の介
護保険料を軽減する仕組みを設けます。生活保護
受給者または世帯全員市民税非課税で、老齢福祉
年金受給者または課税年金収入額と合計所得金額
が８０万円以下の段階層の保険料率を国の基準の
０.５から０.４５に引き下げます。
【平成３０年度納入通知書】
　７月中旬に発送します。年金からの天引き（特
別徴収）の方の１回あたりの金額が変更となるの
は、１０月からの予定です。８月までの３回と１０月
からの３回では、金額に差が生じますのでご了承
ください。

①生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方または世帯全員が市民税非課税の方で、「課税年金収入額
＋合計所得金額（※）」が８０万円以下の方
②世帯全員が市民税非課税の方で、「課税年金収入額＋合計所得金額（※）」が８０万円超１２０万円以下の方
③世帯全員が市民税非課税の方で、「課税年金収入額＋合計所得金額（※）」が１２０万円超の方
④世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税の方で、「課税年金収入額＋合計所得金額（※）」が８０万円以下の方
⑤世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税の方で、第４段階以外の方
⑥～⑮本人が市民税課税で、前年の合計所得金額（※）が各段階の該当額の範囲内の方

平成３０〜３２年度　あなたの介護保険料は…
第７期介護保険　基準額　年額６４,８００円（月額５,４００円）
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４月か４月からら６５６５歳以上の方歳以上の方のの
介護保険料額が変わりま介護保険料額が変わりますす

納め忘れはありません納め忘れはありませんかか
平平成成２２９９年度の介護保険年度の介護保険料料

生活保護を受給している方
平成２７〜２９年度平成３０〜３２年度
第１段階第１段階（①）
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基準額×０.４５基準額×０.４５
年２８,０００円　月２,３４０円年２９,１００円　月２,４３０円

第２段階第２段階（②）
８０万円超
１２０万円以下 基準額×０.６５基準額×０.６５

年４０,５００円　月３,３８０円年４２,１００円　月３,５１０円
第３段階第３段階（③）

１２０万円超 基準額×０.７５基準額×０.７５
年４６,８００円　月３,９００円年４８,６００円　月４,０５０円

第４段階第４段階（④）
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基準額×０.８７５基準額×０.８７５
年５４,６００円　月４,５５０円年５６,７００円　月４,７２５円

第５段階第５段階（⑤）
８０万円超 基準額×１.０基準額×１.０

年６２,４００円　月５,２００円年６４,８００円　月５,４００円
第６段階第６段階（⑥）

１２０万円未満

昨
年
の
合
計
所
得
金
額
は
い
く
ら
で
し
た
か

基準額×１.１７５基準額×１.１７５
年７３,３００円　月６,１１０円年７６,１００円　月６,３４５円

第７段階第７段階（⑦）
１２０万円以上
２００万円未満 基準額×１.２７５基準額×１.２７５

年７９,５００円　月６,６３０円年８２,６００円　月６,８８５円
第８段階第８段階（⑧）

２００万円以上
３００万円未満 基準額×１.４５基準額×１.４５

年９０,４００円　月７,５４０円年９３,９００円　月７,８３０円
第９段階第９段階（⑨）

３００万円以上
３５０万円未満 基準額×１.５基準額×１.５

年９３,６００円　月７,８００円年９７,２００円　月８,１００円
第１０段階第１０段階（⑩）

３５０万円以上
５００万円未満 基準額×１.６基準額×１.６

年９９,８００円　月８,３２０円年１０３,６００円　月８,６４０円
第１１段階第１１段階（⑪）

５００万円以上
７５０万円未満 基準額×１.７５基準額×１.７５

年１０９,２００円　月９,１００円年１１３,４００円　月９,４５０円
第１２段階第１２段階（⑫）

７５０万円以上
１,０００万円未満 基準額×２.０基準額×２.０

年１２４,８００円　月１０,４００円年１２９,６００円　月１０,８００円
第１３段階第１３段階（⑬）

１,０００万円以上
１,５００万円未満 基準額×２.１５基準額×２.１５

年１３４,１００円　月１１,１８０円年１３９,３００円　月１１,６１０円
第１４段階第１４段階（⑭）

１,５００万円以上
２,０００万円未満 基準額×２.３０基準額×２.３０

年１４３,５００円　月１１,９６０円年１４９,０００円　月１２,４２０円
第１５段階第１５段階（⑮）

２,０００万円以上 基準額×２.４５基準額×２.４５
年１５２,８００円　月１２,７４０円年１５８,７００円　月１３,２３０円
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